
令和 元 年 12 月 20 日

施 主  ： エフビットコミュニケーションズ株式会社

見 積 要 項 書



令和 元 年度

（仮称）本山ハウス取水井、地質調査（３箇所）及び基本計画業務

について、下記のとおり見積合わせを実施する。

１．

エフビットコミュニケーションズ株式会社

京都府京都市南区東九条室町２３番地

０７５ʷ６７２ʷ４１１１

代表取締役 吉本幸男

  西村 ・川村

 新規事業開発プロジェクト

２．業務範囲 仕様書による

３．業務期間

着手 令和 2 年 1 月 6 日

完了 令和 2 年 3 月 31 日

引き渡し 令和 2 年 3 月 31 日

4． 見積合わせ日程

（１） 資料配布

日時 令和 元 年 12 月 20 日

場所 弊社ホームページ リンク先

（２） 質問書提出

日時 令和 元 年 12 月 24 日 12：00まで

場所  新規事業開発プロジェクト

方法 電話連絡の上、メールによる。

（３） 応答書交付

日時 令和 元 年 12 月 25 日 12：00まで

（４） 見積提出日

日時 令和 元 年 12 月 26 日 15：00まで

場所  新規事業開発プロジェクト

部数 封印のうえ２部（郵送の場合は提出日必着）

代 表 者

担 当 者

所 属

施 主

施 主 名

住 所

電 話



５．請負業者の決定方法

別紙見積合わせ心得による。

６．

施主の指定する契約書とする。

７．支払条件

（１） 前払金 なし

（２） 部分払 なし

（３） 完成払 完成引き渡し後、一括支払い。

８．

 見積書に記載する金額は、消費税を除いた金額とすること。契約金額は、見積

合わせの結果決定した金額に10%の消費税を加えた金額とする。

 尚、契約書に記載する金額は、見積もり合わせにて決定した金額に消費税等を

区分して記載する。

９．

（１） 仮設物費に関する事項

 仮設及び材料置場等に使用する民間有地の損失補償については、

業者において補償すること。電力、用水、電話、その他特記仕様書に

明記する経費は全て業者負担とする。

（２） 約款20条に関わらず諸物価値上がり等によるｽﾗｲﾄﾞは行わない。

（３） 特に記載なくとも調査に当然必要な業務は一切含むものとする。

１０． 官庁その他への手続き

 調査に必要な諸官庁その他への手続きは、一切請負業者の負担で行う。

１１．

 近隣の居住者及び所有者への保安及び振動騒音には、充分な対策を講じて業務

を行う。もしこれらに関する注意及び苦情の申し出があった場合は、請負業者の

負担において解決する。

契約書

消費税

保安等

その他



見積者は下記の事項に注意し、厳正に見積合わせを行う。

１．見積者は指定の日時、場所に従って見積書を提出する。

２．見積書様式

（１） 各社様式とする。

３．見積書には

（１） 総金額のほか、見積内訳書

（２） 社名、代表者名、社印

（３） 見積提出年月日

（４） 宛名

を明記する。

４．次の各号に該当する者の見積もりは無効、又は失格とする。

（１） 見積参加の資格のない者

（２） 見積書に必要事項を記載しない者

（３） 見積もりに関して不正な行為を行った者

（４） 指定した時間に遅れてきた者

５．次の方法により請負業者を決定する。

（１） 施主は、各社より提出された見積書の内容検討を行う。

尚、業者の決定は原則として最低価格とする。

（２） 最低価格が同額であった場合は、同額を提示した者とそれぞれ価格交渉を行い、

最低価格を提示した者。

（３） 決定された業者には、原則として文書で通知する。

（４） 提出された見積書は公表しない。

以上

見 積 心 得


